
更別村が定める保育料（利用者負担）  ※参考 ： 国が定める保育料（利用者負担）の上限基準

１号認定 ： 満３歳以上　（幼稚園、認定こども園） 教育標準時間認定の子ども １号認定 ： 満３歳以上　（幼稚園、認定こども園） 教育標準時間認定の子ども

２号認定 ： 満３歳以上　（保育所、認定こども園） 保育認定の子ども　（保育標準時間） ２号認定 ： 満３歳以上　（保育所、認定こども園） 保育認定の子ども　（保育標準時間）

３号認定 ： 満３歳未満　（保育所、認定こども園） 保育認定の子ども　（保育標準時間） ３号認定 ： 満３歳未満　（保育所、認定こども園） 保育認定の子ども　（保育標準時間）

保育料 多子軽減 多子（村助成） 保育料 多子軽減 多子（村助成） 保育料 多子軽減 多子（村助成） 保育料 多子軽減 多子（村助成） 保育料 多子軽減 保育料 多子軽減 保育料 多子軽減 保育料 多子軽減

※令和５年４月１日から条件なく第１子保育料は半額となりました。

令和元年１０月～ 令和元年10月～ 令和元年１０月～ 令和元年10月～令和４年３月

一般世帯 ひとり親世帯等 一般世帯 ひとり親世帯等 一般世帯 ひとり親世帯等 一般世帯 ひとり親世帯等

負　担　区　分 負　担　区　分

1 生活保護世帯

0円 ― ― 0円 ― 0円 ― ― 0円 ―

1 生活保護世帯

0円 ― 0円 ― 0円 ― 0円 ―

2 村民税非課税世帯 2 村民税非課税世帯

3A 村民税均等割のみ課税世帯 12,000円
年齢制限

なし

第２子半額
第３子以降

無料

12,000円
年齢制限

なし

第２子半額
第３子以降

無料

3

村民税均等割のみ課税世帯

19,500円
年齢制限

なし

第２子半額
第３子以降

無料

19,500円
年齢制限

なし

第２子半額
第３子以降

無料

3B 村民税所得割課税額 ～ 48,599円 16,000円 16,000円 村民税所得割課税額 ～ 48,599円

4A

〃 48,600円 ～ 57,699円

20,000円 20,000円

〃 48,600円 ～ 57,699円

〃 57,700円 ～ 69,799円

〃 57,700円 ～ 77,100円

4B

〃 69,800円 ～ 77,100円

24,000円 24,000円

〃 77,101円 ～ 96,999円 24,000円 24,000円 〃 77,101円 ～ 96,999円 30,000円 30,000円

5A 〃 97,000円 ～ 133,999円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

5 〃 97,000円 ～ 168,999円 44,500円 44,500円 44,500円 44,500円

5B 〃 134,000円 ～ 168,999円 38,000円 38,000円 38,000円 38,000円

6A 〃 169,000円 ～ 229,599円 46,000円 46,000円 46,000円 46,000円

6 〃 169,000円 ～ 300,999円 61,000円 61,000円 61,000円 61,000円

6B 〃 229,600円 ～ 300,999円 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円

7 〃 301,000円 ～ 396,999円 65,000円 65,000円 65,000円 65,000円 7 〃 301,000円 ～ 396,999円 80,000円 80,000円 80,000円 80,000円

8 〃 397,000円 ～ 85,000円 85,000円 85,000円 85,000円 8 〃 397,000円 ～ 104,000円 104,000円 104,000円 104,000円

保育料一律、０円 保育料一律、０円

保育料一律、０円 保育料一律、０円

― ―

19歳以上
は

カウント
しない

第２子以降
無料

※ 納付し
た

保育料を
助成

5,500円

年齢制限
なし

第２子以降
無料

19歳以上
は

カウント
しない

第２子以降
無料

※　納付し
た

保育料を
助成

5,500円

年齢制限
なし

第２子以降
無料

9,000円

年齢制限
なし

第２子以降
無料

9,000円

年齢制限
なし

第２子以降
無料

4 30,000円 30,000円

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

19歳以上
は

カウント
しない

第２子以降
無料

※　納付し
た

保育料を
助成

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

19歳以上
は

カウント
しない

第２子以降
無料

※　納付し
た

保育料を
助成

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

小１以上は
カウント
しない

第２子半額
第３子以降

無料

（子育て応援課　福祉の里総合センター内　５３－３７００）


